
京都市事務分掌規則の一部を改正する規則を公布する。 

  平成２６年６月１１日   

京都市長 門 川 大 作   

京都市規則第  号 

   京都市事務分掌規則の一部を改正する規則 

 京都市事務分掌規則の一部を次のように改正する。                

 第９条総合政策室の款第１１号中「限る。）」の右に「及び京都市公の施設の指定管理者

の指定の手続等に関する条例（以下「指定管理者条例」という。）第１６条に規定する委

員会（第１４号の公の施設に関するものに限る。）」を加え，同条市長公室の款第２７号中

「及び市民憲章推進会議」を「，市民憲章推進会議及び基本計画点検委員会」に改め，同

条国際化推進室の款第８号中「及び国際化推進プラン点検委員会」を「，国際化推進プラ

ン点検委員会及び指定管理者条例第１６条に規定する委員会（第１０号の公の施設に関す

るものに限る。）」に改める。 

 第１０条共同参画社会推進部の款男女共同参画推進課の項第４号中「京都市公の施設の

指定管理者の指定の手続等に関する条例（以下「」及び「」という。）」を削る。 

 第１１条商工部の款商業振興課の項第９号中「大規模小売店舗立地審議会」の右に「及

び商業集積審議会」を加え，同条観光ＭＩＣＥ推進室の款第８号中「及び観光振興審議会」

を「，観光振興審議会及び指定管理者条例第１６条に規定する委員会（第１０号の公の施

設に関するものに限る。）」に改め，同条農林振興室の款農政企画課の項中第１６号を第１

７号とし，第１５号を第１６号とし，第１４号を第１５号とし，第１３号の次に次の１号

を加える。  

   指定管理者条例第１６条に規定する委員会（室が所管する公の施設に関するものに   

  限る。）に関すること。 

 第１２条保健衛生推進室の款生活衛生課の項第３号を同項第４号とし，同項第２号の次

に次の１号を加える。 

   ペット霊園対策検討審議会に関すること。 

 第１４条みどり政策推進室の款第１３号中「都市緑化審議会」の右に「及び名勝円山公

園保存管理計画策定委員会」を加える。 

   附 則 

 この規則は，公布の日から施行する。 

（行財政局人事部人事課） 
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